
第１回 長崎駅前交通拠点整備事業計画検討会 

議 事 次 第 
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長崎駅前交通拠点整備事業計画検討会 
設立趣意書 

 長崎駅前においては、令和４年９月に西九州新幹線が開業し、長崎
の陸の玄関口として駅前広場などの整備が進められているが、鉄道
と路線バスや路面電車の乗継利便性向上が求められている。また、駅
前の路線バス停留所が分散し、バス停車帯が設置されていないこと
から交通混雑の一因になっている。さらに、国道横断歩道橋や駅前バ
スターミナル周辺においては、狭隘な幅員の改善や昇降施設の設置
といったバリアフリー化が必要であり、交通結節に関する多くの課
題がある。
一方で、交流拠点施設である出島メッセ長崎の令和 3年 11月開業

や、長崎スタジアムシティの令和 6年 10月開業（予定）により駅周
辺を訪れる人のさらなる増加が見込まれ、公共交通の利用促進が必
要である。 

 令和２年７月には、「長崎市中心部の交通結節機能強化の基本計画」
を策定し、長崎駅周辺地区の交通拠点の整備に関する検討や調整を
進めているところである。 

そこで、「長崎市中心部の交通結節機能強化の基本計画」を踏まえ、
国土交通省、長崎県及び長崎市は、関係者とともに長崎駅前の交通拠
点の機能強化に関する整備方針及び事業計画のとりまとめに向けて
検討を行い、計画の具体化を図ることを目的として、本検討会を設立
するものである。 

資料①
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長崎駅前交通拠点整備事業計画検討会 規約 

（名称） 
第１条 本会は、「長崎駅前交通拠点整備事業計画検討会」（以下、「検討会」という。）と称する。 

（目的） 
第２条 検討会は、長崎市中心部の交通結節機能強化の基本計画を踏まえ、長崎駅前の交通拠点

の機能強化に関する整備方針及び事業計画のとりまとめに向けて検討を行い、計画の具体化
を図ることを目的とする。 

（検討事項） 
第３条 検討会は、第２条の目的を達成するため、以下の事項について検討を行う。 
（１）整備方針及び事業計画に係る事項
（２）その他、第２条の目的を達成するために必要な事項

（組織） 
第４条 検討会は、第２条の目的を達成するため、有識者、交通事業者、行政機関をもって組織

し、委員の構成は別紙のとおりとする。 
２ 委員の追加・変更は、検討会の承認を得るものとする。 
３ 委員は、やむを得ない事情により検討会に出席できないときは、代理者を出席させること
ができる。 

４ 委員の任期は、事業計画の策定が完了するまでとする。 

（座長） 
第５条 検討会に座長を置き、委員の互選をもって充てる。 
２ 座長に事故等があるときは、あらかじめ座長が指名する委員がその職務を代理する。 
３ 座長は、必要があると認めたとき、委員以外の者の出席を求め、その意見を聞くことがで
きる。 

（検討会の運営） 
第６条 検討会は、第３条に規定する事項を審議するため、必要に応じ、事務局が招集する。 
２ 検討会は、運営にあたり必要な資料等を委員に求めることができる。 

（守秘義務） 
第７条 各委員は、個人情報など公開することが望ましくない情報を漏らしてはならない。また、

その職を退いた後も同様とする。 

2



（検討会の公開について） 
第８条 この検討会の審議は非公開とする。なお、検討会の資料（参考資料を除く）及び議事要

旨については、後日公表するものとする。  
 
（規約の変更） 

第９条 本規約の改正等は、出席委員の過半数以上の賛同をもって行うことができる。 
 
（事務局） 

第 10 条 検討会の運営に関わる事務を行わせるため、事務局を置くものとする。 
２ 事務局は、国土交通省九州地方整備局長崎河川国道事務所計画課、長崎県土木部都市政策
課及び長崎市土木部土木企画課に置くものとする。 

 
 （その他） 

第 11 条 本規約に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、検討会においてその都
度審議して定めるものとする。  

 
 
附則  
本規約は、令和６年７月１７日より適用する 
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別紙

（敬称略・順不同）

所　属 氏名 備　考

東京大学大学院工学系研究科（工学部）　教授 羽藤　英二

長崎県立大学地域創造学部公共政策学科　教授 西岡　誠治

九州旅客鉄道株式会社　経営企画部　担当部長 神崎　諭

長崎県交通局　乗合事業部長 柿原　幸記

長崎自動車株式会社　自動車部長 吉村　武匡

長崎電気軌道株式会社　経営企画室長 向　賢治

長崎市タクシー協会　専務理事 野⼝　博⽂

国土交通省　九州地方整備局　建政部　都市調整官 三宅　伸宏

国土交通省　九州地方整備局　道路部　道路調査官 新保　⼆郎

国土交通省　九州地方整備局　長崎河川国道事務所長 ⼤場　慎治

長崎県　土木部長 中尾　吉宏 座長

長崎県　土木部　参事監 椎名　⼤介

長崎県警察本部　交通部長 ⽥川　佳幸

長崎市　土木部長 川原　直樹

長崎市　まちづくり部長 ⾚倉　史明

＜事務局＞
国土交通省　九州地方整備局　長崎河川国道事務所　計画課
長崎県　土木部　都市政策課
長崎市　土木部　土木企画課

行
政
機
関

長崎駅前交通拠点整備事業計画検討会

委員名簿

有
識
者

交
通
事
業
者
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長崎駅周辺の交通拠点機能強化の方向性

４．交通結節機能強化の考え方

長崎駅

他地域

⻄九州新幹線
ＪＲ在来線

長崎
空港

長崎港

他県
佐世保
雲仙

南⼭⼿町
（グラバー園）

⾺町
（諏訪神社）

浜町
（商店街）

松⼭町
（平和公園）

幸町
（ｽﾀｼﾞｱﾑｼﾃｨ）

松ケ枝
国際
ﾀｰﾐﾅﾙ

他地域
（離島）

国外

クルーズ船
フェリー

⾶⾏機
都市間バス都市間バス

⿂の町
（市役所）

路⾯電⾞・路線バス

路⾯電⾞・路線バス
長崎駅前

（電停・バス停）

交流のまち⻑崎の⽞関⼝となる⻑崎駅や中⻑距離⽤バスターミナルと、市⺠の⽇常⽣活や来訪者の移動を⽀える路⾯電⾞、
路線バスとの交通結節機能を強化し、移動しやすいまちを形成する

 また、広域交通拠点となる空港や港までのアクセス強化を図ることで、交流⼈⼝の拡⼤や経済波及効果を県内各地に波及
させる

他県
⾼速バス

他県

茂⾥町
（⻑崎ｺｺｳｫｰｸ）

中長距離用
バスターミナル

⼤⿊町
（商店街）

交通結節機能強化

交通結節機能強化

約20分 約15分

約45分 23



長崎駅周辺の交通拠点機能強化の方向性

５．長崎駅周辺の歩行者動線の考え方

交通結節機能を強化する⻑崎駅、中⻑距離⽤バスターミナル、電停、路線バス停間の乗り換え動線は、⽬的となる場所が分
かり易く、天候に関わらず移動負担が少なくなるよう検討するとともに、⽣み出した賑わいや交流を「まち」側にも波及できるよ
う検討する

東⼝に⾯した空間は駅利⽤者や来訪者を迎え、賑わいと交流を⽣み出し、安全で歩いて楽しい歩⾏空間を創出する

長崎駅

東口
駅前広場

多目的
広場

アミュプラザ長崎

【県営バスターミナル前】

【長崎駅前（公共交通機関）】

【長崎駅前東口広場】

【長崎駅前東口広場】

EV

EV

EV

EV

EV

階段

階段

階段

階段

階段

階段

階段

ｴｽｶﾚｰﾀｰ

中長距離用
バスターミナル

電停

昇降
施設

路線バス停
（整備中）

写真①
1

写真②

写真③

写真④

3

2

東口

一般車
駐車場

4

階段

バス停

電停

タクシー

バス停

観光バス等

タクシー

：交通結節機能を強化する乗り換え動線

：二次交通

中長距離用
バスターミナル

中長距離用
バスターミナル

長崎駅
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長崎駅

東口
駅前広場

多目的
広場

アミュプラザ長崎

長崎駅前
南口バス停

長崎駅前
東口バス停

集約

長崎駅前

中長距離用
バスターミナル

長崎駅前

長崎駅前電停

長崎駅周辺の交通拠点機能強化の方向性

６．待合空間整備の考え方

 「休憩機能」や「情報発信機能」等を中⻑距離⽤バスターミナルに整備し、⾼速バス、路⾯電⾞、路線バスの乗り継ぎ利⽤
者が快適に待つことができる空間を創出する

災害等により公共交通等の運⾏に⽀障が発⽣した場合の⼀時的な避難場所や帰宅困難者の受⼊空間を創出する
⺠間事業者等の知⾒を広く取り⼊れながら、官⺠連携して効率的・効果的な施設運営を図る

内容導⼊機能
・トイレ
・ベンチ
・カウンターテーブル 等

休憩機能

・デジタルサイネージ
・案内版
・掲⽰板 等

情報機能

・乗⾞券等販売所
・券売機
・飲⾷・物販 等

利便機能

・⼀時的な避難場所
・帰宅困難者の受⼊空間
・交通情報発信
・物資備蓄 等

防災機能

■2F整備イメージ（天神バスターミナル：福岡県）

■1F整備イメージ（桜町バスターミナル：熊本県）

■導入機能イメージ

（資料：交通拠点の機能強化に関する計画ガイドライン） 25



交流のまち長崎の陸の玄関口
『 「交流」と「にぎわい」を生み出す新たな交通結節機能を形成 』

基本コンセプト

⻑崎駅とバスターミナル、
電停、バス停が離れて
いる

整備方針（案）の検討

長崎駅周辺
の課題

国道の道路幅員が
広く、まちと駅側が
離れている

国道202号の⾛
⾏性低下

移動経路のバリア
フリー化が不⼗分

１．課題解決に向けた基本コンセプト

交通結節
機能強化
の基本方針

駅側とバスターミナル
をデッキで結び、駅と
まちを連携させて、
回遊性を強化

バス停⾞空間
を確保し、国道
202号の⾛⾏
性を改善

デッキとバス停・電停をエ
スカレーターやエレベー
ターで繋ぎ、歩⾏者の移
動を⽀援

来訪者等が避難する
受け⼊れ先の強化

来訪者の安全・
安⼼を確保する
防災機能の向上

⼤⿊町側に中⻑距離⽤
のバスターミナルを整備し、
前⾯の国道上に路線バス
の停留所を集約

○交通結節点と点在する⽣活や観光の拠点を、市⺠や県⺠、観光客が円滑に往来できるようにするため、道路・公共交通の機能を
強化するとともに、歩⾏者ネットワークの向上を図る

○公共交通では、路⾯電⾞やバスなどの公共交通機関のシステム充実・強化の検討などを進め、公共交通の利便性向上を図る
地区の

整備方針

【⻑崎都市計画区域マスタープラン】
○モーダルコネクト（多様な交通モード間の接続）の強化や幹線道
路などによる交通拠点へのアクセス強化に取り組んでいく

○JR⻑崎駅周辺については、本都市計画区域の⽞関⼝であり、交
流とにぎわいの拠点として位置づけ、新幹線、在来線、路⾯電⾞
及びバスなどとの交通結節機能の強化や充実を図る

【⻑崎市都市計画マスタープラン】
○陸の⽞関⼝としての広域アクセスの充実と、安全で安⼼な道路・
交通ネットワークの確保

令和２年度策定 令和６年度追加

資料⑦

⻑崎駅周辺の課題、⽬指す姿、関連計画を踏まえて基本コンセプトを策定
令和2年度に策定した交通結節機能強化の基本⽅針に、「国道202号の⾛⾏性改善」「防災機能の向上」を追加
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バス停⾞空間を確保し、
国道202号の⾛⾏性を改善

整備方針（案）の検討

整備方針（案）

２．整備方針（案）と備えるべき機能

来訪者の安全・安⼼を確保する
防災機能の向上

交通結節機能強化の基本方針

駅側とバスターミナルをデッキで結び、
駅とまちを連携させて、回遊性を強
化

デッキとバス停・電停をエスカレーター
やエレベーターで繋ぎ、歩⾏者の移
動を⽀援

⼤⿊町側に中⻑距離⽤のバスター
ミナルを整備し、前⾯の国道上に路
線バスの停留所を集約︻

令
和
２
年
度
策
定
︼

︻
令
和
６
年
度
追
加
︼

②⻑崎駅周辺の交通円滑化

③⻑崎駅周辺の回遊性の強化

①⻑崎駅周辺のモーダルコネクト機能の強化

④防災機能の強化

⻑崎駅周辺の交通結節機能強化の基本⽅針を基に、具体的な交通拠点計画の整備イメージを⽰す整備⽅針（案）を検討

・バス停の集約により長崎駅前の国道等の交通円滑化を検討する

・中長距離交通と、バス、路面電車、タクシー等の多用な交通モード間の結節機能強化を検討する
・長崎駅や中長距離用バスターミナルと２次交通とのアクセス強化を検討する
・観光客等にも分かり易い乗り継ぎ、バス停の集約を検討する
・乗り継ぎ利用者が快適に待つことができる待合空間を検討する
・将来的な新モビリティ導入、MaaSやICT技術を活用した公共交通の利便性促進への対応を検討

・災害等により公共交通に支障が発生した場合の一時的な避難場所や帰宅困難者の受入空間を
検討する

・災害時の情報収集・発信等の機能を備える拠点を検討する

・駅周辺や周辺観光施設等の回遊性強化を目指し、「まち」と「駅側」を連携する歩行空間を検討
・天候に左右されないなど、誰もが移動しやすく、移動負担の少ない歩行空間を検討する

⑤官⺠連携による計画の具体化
・民間事業者等の知見を広く取り入れながら、官民連携による効率的・効果的な施設運営を検討
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整備方針（案）の検討

ポテンシャル 課 題
 豊富な観光資源（２つの世界遺産）
 長崎駅周辺の開発

・JR九州駅ビル（商業施設）、出島メッセ長崎（交流拠点施設）
・長崎スタジアムシティ（サッカースタジアム）
 公共交通の要衝

・西九州新幹線開業、電停・路線バス停・中長距離バスターミナルの集積

 長崎駅とバスターミナル、電停、バス停が離れている
 国道の道路幅員が広く、「まち」と「駅側」が離れている
 移動経路のバリアフリー化が不十分
 国道202号の走行性低下
 来訪者等が避難する受け入れ先の強化

⾄ ⻑崎市役所

①長崎駅周辺のモーダルコネクト機能の強化
・中長距離交通と、バス、路面電車、タクシー等の多用な交通モード間の結節機能を強化
・長崎駅や中長距離用バスターミナルと２次交通とのアクセス強化
・観光客等にも分かり易い乗り継ぎ、バス停の集約
・乗り継ぎ利用者が快適に待つことができる待合空間
・将来的な新モビリティ導入、MaaSやICT技術を活用した公共交通の利便性促進への対応

②長崎駅周辺の交通円滑化
・バス停の集約により長崎駅前の国道等の交通円滑化

③長崎駅周辺の回遊性の強化
・駅周辺や周辺観光施設等の回遊性強化を目指し、「まち」と「駅側」を連携する歩行空間
・天候に左右されないなど、誰もが移動しやすく、移動負担の少ない歩行空間

④防災機能の強化
・災害等により公共交通に支障が発生した場合の一時的な避難場所や帰宅困難者の受入空間
・災害時の情報収集・発信等の機能を備える拠点

⑤官民連携による計画の具体化
・民間事業者等の知見を広く取り入れながら、官民連携による効率的・効果的な施設運営

交流のまち長崎の陸の玄関口
『 「交流」と「にぎわい」を生み出す新たな交通結節機能を形成 』

３．対象範囲と整備イメージ
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